
御所市空き家・町家バンク活用住宅支援補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この告示は、空き家又は町家の有効活用及び本市への移住・定住を促進するた

め、御所市空き家・町家バンクに登録されている住宅の改修及び荷物の撤去等に要す

る経費に対し、予算の範囲内において、御所市空き家・町家バンク活用住宅支援補助

金（以下「補助金」という。）を交付することに関し、御所市補助金交付規則（平成

１３年御所市規則第２５号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

(１) 登録物件 御所市空き家・町家バンク設置要綱（平成３０年御所市告示第７６

号。以下「要綱」という。）第５条第１項に規定する登録物件をいう。 

(２) 改修 登録物件の機能の回復若しくは向上のために行う修繕、模様替え又は設

備改善をいう。ただし、町家の場合にあっては、外観及び外観と密接な関連を有

する内部に係る修繕等を除く。 

(３) 荷物撤去 居住に当たって支障をきたす登録物件にある荷物等（特定家庭用機

器再商品化法（平成１０年法律第９７号）第２条第４項に規定する特定家庭用機

器を除く。）の整理、運搬及び処分をいう。 

(４) 利用希望者 要綱第９条第１項に規定する利用希望者で、次のいずれにも該当

するものをいう。 

ア 登録物件の所有者等の３親等以内の親族でないこと。 

イ 市税の滞納がないこと。 

(５) 所有者等 要綱第２条第３号に規定する所有者等をいう。 

（補助金の種別等） 

第３条 補助金の種別、補助対象者、補助要件、補助対象経費及び補助金額は、別表第

１のとおりとする。 

（補助金の交付申請） 

第４条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書に、別表第２の左欄に

掲げる補助金の種別の区分に応じ、同表の中欄に掲げる書類を添えて市長に提出しな

ければならない。 

（実績報告） 

第５条 補助金の交付決定を受けた者は、改修又は荷物撤去が完了したときには、事業

実績報告書に、別表第２の左欄に掲げる補助金の種別の区分に応じ、同表の右欄に掲

げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

（補助金の返還） 

第６条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を受けた者に対

し、補助金の全部又は一部の返還を求めるものとする。ただし、市長がやむを得ない

と認める場合は、この限りでない。 

(１) 補助事業の完了した日の翌日から起算して３年を経過する日までに、補助対象



となった登録物件が取り壊されたとき。 

(２) 補助事業の完了した日の翌日から起算して３年を経過する日までに、補助対象

となった登録物件が御所市空き家・町家バンクから登録抹消となったとき（売

買、賃貸借等の契約が成立した場合を除く。）。 

 (３) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

 (４) その他市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。 

（調査等） 

第７条 市長は、補助事業の適正な執行を確保するために必要な限度において、補助金

の交付を受けた者に対して書類の提出若しくは報告を求め、又は必要な調査をするこ

とができる。 

（その他） 

第８条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、告示の日から施行する。 



別表第１（第３条関係） 

補助金の種別 補助対象者 補助要件 補助対象経費 補助金額 

改修費補助 所有者等又は 

利用希望者 

(１) 補助金の交付決

定後に改修を行う

こと。 

(２) 利用希望者が補

助対象者となる場

合にあっては、所

有者等と利用希望

者との間で賃貸借

に関する契約を締

結しており、かつ、

改修について、原

状回復義務を免除

されていること。 

改修に要する

経費 

補助対象経費の

２分の１以内の

額。ただし、５０

万円を限度とす

る。 

荷物撤去費 

補助 

所有者等 補助金の交付決定後に

荷物撤去を行うこと。 

荷物撤去に要

する経費 

補助対象経費の

全額。ただし、２

０万円を限度と

する。 

備考 

１ 改修費補助を受けることができる者は、同一物件について所有者等又は利用希望者の

いずれか一方とする。 

２ 改修費補助及び荷物撤去費補助は、それぞれ同一物件に対して１回限りとする。 

３ 国、県、市等から住宅取得、改修又は荷物撤去について補助、助成等を受ける場合は、

当該補助、助成等の対象となる経費は、この告示に基づく補助金の補助対象経費としな

い。 

４ 補助金額に１，０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 

 

別表第２（第４条、第５条関係） 

補助金の種別 交付申請時の添付書類 実績報告時の添付書類 

改修費補助 (１) 改修工事に係る見積書の写し 

(２) 改修工事施工前の現況写真 

(３) 賃貸借契約書の写し 

(４) 同意書（様式第１号）（補助対象

者が利用希望者の場合に限る。） 

(５) 誓約書（様式第２号） 

(６) その他市長が必要と認める書類 

(１) 改修工事に要した経費に係

る領収書の写し 

(２) 改修工事施工後の現況写真 

(３) その他市長が必要と認める

書類 

荷物撤去費 

補助 

(１) 荷物撤去費に係る見積書の写し 

(２) 荷物撤去前の写真 

(３) 誓約書（様式第２号） 

(４) その他市長が必要と認める書類 

(１) 荷物撤去に関する内容が分

かる明細書及び領収書の写し 

(２) 荷物撤去作業中及び作業後

の写真 

(３) その他市長が必要と認める

書類 

 


